
議案第１２号 

   佐野市職員の育児休業等に関する条例及び佐野市会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の改正について 

佐野市職員の育児休業等に関する条例及び佐野市会計年度任用職員の報酬、

期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

ます。 

令和６年２月２２日提出 

佐野市長 金 子  裕 

佐野市職員の育児休業等に関する条例及び佐野市会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 （佐野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 佐野市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年佐野市条例第３

８号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２

条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

第８条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を

加える。 

 （佐野市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の

一部改正） 

第２条 佐野市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条

例（令和元年佐野市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

  佐野市会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例 

第１条中「期末手当」の次に「、勤勉手当」を加える。 

第２条中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第１２条第１項中「この条」の次に「及び次条」を加え、同条の次に次

の１条を加える。 

（勤勉手当） 

第１２条の２ 給与条例第１７条の５の規定は、任期が６月以上の会計年

度任用職員について準用する。この場合において、同条第３項中「それ

ぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対す



る地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日（退職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６月以内

の会計年度任用職員としての在職期間における報酬（規則で定める報酬

を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当につい

て準用する。 

附則第２項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （佐野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

２ 佐野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１７年佐野市条例

第３４号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「佐野市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例」を「佐野市会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関す

る条例」に改める。 

 

 

理 由 

  令和６年度より会計年度任用職員の勤勉手当を支給するため関係する条

例を改正したいので提案するものです。 
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議案第１２号参考資料 

佐野市職員の育児休業等に関する条例の改正案 新旧対照表 

（第１条関係）

現       行 改   正   案 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給） （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 給与条例第17条の５第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をして

いる職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員を除く。）のうち、基準日以前６月以内の期間において

勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

２ 給与条例第17条の５第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をして

いる職員のうち、基準日以前６月以内の期間において勤務した期間がある職

員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 

（育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第８条 育児休業をした職員（地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計

年度任用職員を除く。）が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡

上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の

換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、市規則

の定めるところにより、号給を調整することができる。 

第８条 育児休業をした職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の

２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。）が職務に復帰した場合にお

いて、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の

期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務した

ものとみなして、市規則の定めるところにより、号給を調整することができ

る。 

 

佐野市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の改正案 新旧対照表 

（第２条関係） 

現       行 改   正   案 

佐野市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例 佐野市会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２第５項及び地方公

務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第24条第５項の規定に基づき、

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第203条の２第５項及び地方公

務員法（昭和25年法律第261号。以下「法」という。）第24条第５項の規定に基づき、
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法第22条の２第１項第１号に規定する職員（以下「会計年度任用職員」という。）の報

酬、期末手当及び費用弁償について定めるものとする。 

法第22条の２第１項第１号に規定する職員（以下「会計年度任用職員」という。）の報

酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償について定めるものとする。 

（報酬等の支払い） （報酬等の支払い） 

第２条 報酬及び期末手当は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければなら

ない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払

うことができる。 

第２条 報酬、期末手当及び勤勉手当は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わな

ければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法

により支払うことができる。 

（期末手当） （期末手当） 

第12条 給与条例第17条の２から第17条の４までの規定は、任期が６月以上の会計年度任

用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者等として規則で定めるものを除く。

以下この条において同じ。）について準用する。この場合において、給与条例第17条の

２第４項中「それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、

又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれら

に対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日（退職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６月以内の会計年度任用職員と

しての在職期間における報酬（規則で定める報酬を除く。）の１月当たりの平均額」と

読み替えるものとする。 

第12条 給与条例第17条の２から第17条の４までの規定は、任期が６月以上の会計年度任

用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ない者等として規則で定めるものを除く。

以下この条及び次条において同じ。）について準用する。この場合において、給与条例

第17条の２第４項中「それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、

退職し、又は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並び

にこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日（退職

し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６月以内の会計年度

任用職員としての在職期間における報酬（規則で定める報酬を除く。）の１月当たりの

平均額」と読み替えるものとする。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（新設） （勤勉手当） 

 第12条の２ 給与条例第17条の５の規定は、任期が６月以上の会計年度任用職員について

準用する。この場合において、同条第３項中「それぞれの基準日現在において職員が受

けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞ

れの基準日（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６

月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬（規則で定める報酬を除

く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとする。 

 ２ 前条第２項及び第３項の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。 
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附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（支払の調整） （支払の調整） 

２ 既に支払った報酬及び期末手当において、その支払うべき額に増額の改定がなされた

ときは、その支払われた報酬及び期末手当は、当該改定による支払うべき報酬及び期末

手当の内払とみなす。 

２ 既に支払った報酬、期末手当及び勤勉手当において、その支払うべき額に増額の改定

がなされたときは、その支払われた報酬、期末手当及び勤勉手当は、当該改定による支

払うべき報酬、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。 

３ （略） ３ （略） 

 

佐野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の改正案 新旧対照表 

（附則第２項関係） 

現       行 改   正   案 

（減給の効果） （減給の効果） 

第３条 減給は、１日以上１年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額（法第22条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、

報酬の額（佐野市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例（令和

元年佐野市条例第41号）第６条及び第16条の規定により定める報酬の額（診療所医師で

ある会計年度任用職員にあっては、基準月額に初任給調整手当に相当する額は、加算し

ない。）に限る。））の５分の１以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。こ

の場合において、その減ずる額が現に受ける給料の５分の１に相当する額を超えるとき

は、当該額を減ずるものとする。 

第３条 減給は、１日以上１年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに

対する地域手当の月額の合計額（法第22条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、

報酬の額（佐野市会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償に関する条例（令和元年佐野

市条例第41号）第６条及び第16条の規定により定める報酬の額（診療所医師である会計

年度任用職員にあっては、基準月額に初任給調整手当に相当する額は、加算しない。）

に限る。））の５分の１以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合に

おいて、その減ずる額が現に受ける給料の５分の１に相当する額を超えるときは、当該

額を減ずるものとする。 

 


